






令和4年

4月から 農業者年金がさらに便利になりました！

（昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象）

・60歳に達した日の前日において 20年以上の保険料納付済期間等を有していること

・農業を営む者でないこと（経営継承を完了していること）

・65歳以上であること

加入可能年齢が、60歳から 65歳に

引き上げられました！

年金の受給開始時期を、ご自身で選択 できます！

年金の受給要件

【農業者老齢年金】（受給開始時期：65歳～ 75歳）
・65歳以上であること

【特例付加年金】（受給開始時期：65歳以上（年齢上限なし））

請求忘れにご注意！！
経営継承した際は、
必ず請求をしてください！

【年金の受給開始時期】
・農業者老齢年金： 65歳～ 75歳
・特例付加年金： 65歳以上（年齢上限なし）

これまでどおり、60歳

以上65歳未満の間で、

繰り上げ受給を選択

することもできます

60歳 65歳 75歳 年齢上限なし

農業者老齢年金

特例付加年金

　これまでは、農業者年金に加入できるのは、農業に従事（年間60日以上）する方

で、20歳以上60歳未満の国民年金第１号被保険者でしたが、60歳以上65歳未満で、

国民年金に任意加入している方も農業者年金に加入できるようになりました。

【国民年金の任意加入者とは】

　国民年金の保険料納付済期間

が480月（40年）に満たない

60歳以上65歳未満の方で、

年金額の充実を目的として

いて、国民年金に任意で加入

している方のこと

【農業者年金の加入要件】

農業に従事（年間60日以上）する方で

20歳 60歳 65歳

国民年金第1号被保険者
国民年金
任意加入

令和4年

5月から


